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一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
年
）
：
日
本

初
の
電
力
会
社
・
東
京
電
燈
が
営
業
を
開

始
。 一

八
九
一
年
（
明
治
二
四
年
）
：
逓
信

省
電
務
局
に
電
気
試
験
所
を
創
設 

一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
：
松
下

幸
之
助
氏
が
大
阪
電
燈
に
一
五
歳
で
入

社
。 

一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
：
電
気
用

品
試
験
規
則
が
制
定
さ
れ
（
現
在
の
財
団

法
人
・
Ｊ
Ｅ
Ｔ
電
気
安
全
環
境
研
究
所
）
、

逓
信
省
電
気
試
験
所
に
お
い
て
依
頼
試

験
を
開
始
。 

一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
年
）
：
に
は

東
京
電
燈
に
よ
る
個
別
試
験
を
開
始
。
翌

年
に
は
型
式
承
認
試
験
を
開
始
。 

一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
年
）
：
逓
信

省
電
気
用
品
取
締
規
則
・
電
気
工
事
人
取

締
規
則
を
制
定
、
製
造
免
許
制
や
販
売
規

則
な
ど
を
制
定
。
こ
の
年
よ
り
、
電
線
や

配
線
器
具
な
ど
に
加
え
家
庭
用
電
熱
器

な
ど
も
含
め
た
電
気
用
品
の
取
締
ま
り

が
開
始
。
こ
の
規
則
に
よ
り
、
製
造
事
業

者
や
輸
入
事
業
者
は
、
電
気
試
験
所
で
の

安
全
性
試
験
を
受
け
る
必
要
が
発
生
。 

こ
の
年
、
電
気
試
験
所
で
は
、
テ
レ
ビ
ジ 

ョ
ン
研
究
に
要
す
る
経
費
の
請
求
を
行

う
が
不
成
立
。 

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
：
八
月

原
爆
投
下
・
終
戦
。
戦
後
の
復
興
の
始
ま

り
。 一

九
四
五
年
一
一
月
：
商
工
省
告
示
第

四
一
号
よ
り
、
電
気
機
械
統
制
会
内
に
電

気
用
品
審
査
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
電
気

用
品
取
締
規
則
第
三
条
の
特
例
に
よ
り
、

電
気
用
品
型
式
認
定
制
度
が
実
施
。
こ
れ

に
伴
い
当
分
の
間
、
同
委
員
会
の
認
定
品

に
つ
い
て
は
、
型
式
承
認
試
験
を
必
要
と

し
な
い
こ
と
に
な
る
。
電
気
試
験
所
は
こ

の
委
員
会
に
協
力
し
、
戦
後
急
増
し
た
。 

一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
年
）
：
Ｇ
Ｈ

Ｑ
よ
り
、
テ
レ
ビ
、
電
波
伝
搬
の
研
究
推

進
の
発
令
。
商
工
省
外
局
、
工
業
技
術
庁

が
誕
生
。 

一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
年
）
：
工
業

技
術
庁
が
工
業
技
術
院
と
な
る
。
戦
後
の

復
興
に
合
わ
せ
不
良
品
が
、
消
費
者
に
渡

る
こ
と
を
防
ぐ
と
共
に
安
全
性
を
確
保

す
る
た
め
。 

一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
年
）
：
電
気

工
事
士
法
が
制
定
。 

一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
年
）
：
電
気

用
品
取
締
法
が
制
定
。
当
時
、
製
造
事
業

登
録
者
が
型
式
承
認
を
う
け
、
指
定
検
査

機
関
が
安
全
性
の
試
験
を
行
い
、
合
格
し

た
製
品
に
認
定
の
マ
―
ク
を
表
示
（
図

１
） 

 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

    

第 ８ ４ 号 

NPO 法人建築Ｇメンの会  
〒206-0025 

東 京 都 多 摩 市 永 山 4- 2 - 4 - 1 0 8 

発 行 責 任 者 :理 事 長 大 川 照 夫 

T E L  0 4 2 - 3 1 1 - 4 1 1 0 

F A X  0 4 2 - 3 1 1 - 4 1 2 5 

E-Mail jimukyoku@kenchiku- gmen.or.jp 

Homepage URL 

http://www.kenchiku- gmen.or.jp/  

ρ
ȱ
ɧ
ɞ

ᶥ

 

   

ᶫ 1  

ǭ
ǋ
Ǟ
Ț 

http://www.kenchiku-gmen.or.jp/


（ 2）  2010 年 （ 平成 22 年 ）  5 月14日 NPO 法人建築Ｇメンの会 会報「楔」第 84号 

欠陥住宅・欠陥建築で悩む人を救い、住宅検査の技術向上を目指すＮＰＯ建築Ｇメンの会  

一
九
六
五
年
（
昭
和
四
〇
年
代
）
に
入

る
と
、
電
気
製
品
の
普
及
率
が
上
が
る
と

と
も
に
事
故
が
増
加
し
た
。
そ
の
た
め
に

電
気
用
品
取
締
法
の
対
象
と
な
る
製
品

を
増
や
し
て
対
応
し
た
。
こ
の
時
に
型
式

承
認
が
必
要
な
甲
種
電
気
用
品
（
承
認
品

の
マ
ー
ク
は
図
２
）
と
、
事
業
者
で
安
全

性
を
自
己
確
認
す
れ
ば
よ
い
乙
種
電
気

用
品
（
承
認
品
の
マ
ー
ク
は
図
３
）
の
二

種
類
に
分
類
さ
れ
た
。 

 
 
 
 
 

 

          

一
九
七
五
年
（
昭
和
五
〇
年
）
代
以
降

も
新
し
い
製
品
の
登
場
に
よ
り
、
品
目
が

追
加
。 

一
九
八
五
年
（
昭
和
六
〇
年
）
代
以
降

は
、
技
術
の
進
歩
や
安
全
性
の
確
保
、
規

制
緩
和
な
ど
に
よ
り
、
甲
種
電
気
用
品
の

中
で
も
危
険
性
の
尐
な
い
製
品
は
、
徐
々

に
乙
種
電
気
用
品
に
移
行
さ
れ
た
。
さ
ら 

に
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
に
は
甲
種

電
気
用
品
の
一
部
（
家
電
製
品
な
ど
）
は
、

乙
種
電
気
製
品
に
移
さ
れ
た
。
そ
し
て 

図
３
の
マ
ー
ク
は
廃
止
さ
れ
、
第
三
者
認

証
制
度
（
Ｓ
マ
ー
ク
：
図
４
）
と
な
る
。 

     

 

   

二
〇
〇
一
年
（
平
成
一
三
年
）
、
法
律

の
名
前
も
、
電
気
用
品
取
締
法
か
ら
電
気

用
品
安
全
法
に
改
称
さ
れ
た
。 

 

原
則
す
べ
て
の
品
目
が
自
己
確
認
と

な
り
、
こ
の
う
ち
従
来
の
甲
種
電
気
用
品

に
つ
い
て
は
第
三
者
に
よ
る
技
術
基
準

適
合
性
検
査
を
義
務
付
け
る
も
の
と
し

て
、
特
定
電
気
用
品
と
し
て
規
定
さ
れ
、

甲
種
電
気
用
品
は
「
特
定
電
気
用
品(

マ
ー

ク
は
図
５)

」
に
、
乙
種
電
気
用
品
は
「
特

定
電
気
用
品
以
外
の
電
気
用
品
（
マ
ー
ク

は
図
６
）
」
と
な
っ
た
。 

 

             

   

電
気
用
品
安
全
法
の
対
象
品
目
と
な

る
電
気
用
品
四
五
二
品
目
（
電
線
・
ヒ
ュ

ー
ズ
・
配
線
器
具
・
変
圧
器
・
電
熱
器
具
・

電
動
力
応
用
機
器
器
具
・
そ
の
他
の
交
流

用
電
気
機
械
器
具
・
携
帯
発
電
機
等
）
に

関
す
る
、
対
象
に
な
る
行
為
及
び
義
務
は

下
表
の
と
お
り
。 
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電
気
用
品
安
全
法
の
規
制
の
流
れ
は

次
の
と
お
り
。 

流
通
前
規
制 

・
品
目
指
定 

・
届
出 

・
技
術
基
準
・
自
主
検
査 

・
適
合
性
検
査
・
検
査
機
関 

・
表
示 

流
通
後
規
制 

・
事
故
等 

・
報
告
徴
収
・
立
入
検
査 

・
改
善
命
令
・
表
示
禁
止 

・
危
険
等
防
止
命
令 

・
罰
則
等
な
ど 

二
〇
〇
四
年
（
平
成
一
六
年
）
に
工
業

標
準
化
法
が
改
正
さ
れ
た
。 

二
〇
〇
五
年
（
平
成
一
七
年
）
国
に
よ

る
製
品
認
証
制
度
か
ら
民
間
第
三
者
認

証
機
関
に
よ
る
製
品
認
証
制
度
に
移
管

さ
れ
た
。 
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電
線
の
接
続
工
法
で
あ
る
圧
着
端
子

接
続
工
法
は
、
一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇

年
）
に
開
発
さ
れ
た
。
当
時
は
銅
管
端
子

に
ハ
ン
ダ
を
現
場
で
注
入
し
導
線
と
一

体
化
し
て
接
続
す
る
工
法
で
あ
っ
た
。
同

年
後
半
か
ら
、
圧
着
・
圧
縮
工
法
が
開
発

さ
れ
た
が
、
最
初
は
機
械
で
の
圧
着
か
ら

始
ま
り
後
に
鉛
で
接
合
し
た
。 

差
し
込
み
形
コ
ネ
ク
タ
は
一
九
九
二

年
（
平
成
四
年
）
に
開
発
さ
れ
た
。
そ
の

後
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
に
分
離
可

能
形
の
コ
ネ
ク
タ
が
開
発
さ
れ
た
。
Ｊ
Ｉ

Ｓ
・
２
８
１
３
適
合
品
で
あ
り
、
電
気
用

品
安
全
法
の
規
格
に
も
適
合
し
て
い
る
。

電
線
を
差
し
込
む
だ
け
で
、
電
線
と
電
線

が
簡
単
に
接
続
で
き
る
。
（
左
写
真
、
下

記
の
規
格
参
照
） 
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「
長
年
『
欠
陥
建
築
』
の
問
題
に
取
り

組
ん
で
き
た
者
と
し
て
、
何
と
か
欠
陥
建

築
を
事
前
に
予
防
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
と
い
う
事
の
結
論
が
、
『
良
心
あ
る

建
築
士
が
、
良
心
的
に
工
事
監
理
を
行
う

こ
と
』
に
尽
き
る
と
い
う
地
平
に
行
き
着

い
た
」「
建
築
Ｇ
メ
ン
の
会
は
、
『
心
を
入

れ
換
え
た
建
築
士
の
会
』
で
あ
る
こ
と
を
、

社
会
に
宣
言
し
ま
す
」
こ
れ
が
私
た
ち
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
建
築
Ｇ
メ
ン
の
会
の
平
成
十

二
年
当
時
の
設
立
ア
ピ
ー
ル
で
す
。
こ
の

五
年
後
い
わ
ゆ
る
耐
震
偽
装
事
件
が
発

覚
す
る
の
で
す
が
、
私
た
ち
は
つ
ま
り
そ

の
五
年
も
前
に
社
会
に
対
す
る
警
鐘
を

鳴
ら
し
て
い
た
わ
け
で
す
。 

 

こ
の
耐
震
偽
装
事
件
に
よ
り
、
信
頼
の

失
墜
も
含
め
世
間
一
般
の
建
築
士
へ
の

認
知
度
は
急
速
に
上
が
り
ま
し
た
。
こ
の

事
件
直
後
は
そ
も
そ
も
建
築
確
認
検
査

業
務
を
民
間
に
開
放
し
た
の
が
間
違
い

と
し
て
国
の
責
任
を
問
う
意
見
が
多
か

っ
た
わ
け
で
す
が
、
事
件
の
一
方
の
当
事 

者
で
あ
る
国
に
よ
っ
て
、
平
成
十
八
年
に

建
築
士
法
は
大
き
く
改
正
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
耐
震
偽
装
は
建
築
士
の
個

人
的
な
犯
罪
だ
と
い
う
決
着
で
よ
か
っ

た
の
か
、
今
回
は
論
じ
ま
せ
ん
が
、
こ
の

時
の
改
正
に
よ
っ
て
地
方
の
「
建
築
士

会
」
と
い
う
組
織
が
揺
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

国
土
交
通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

「
建
築
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
つ
い
て
」
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
引
用
し
ま
す
。

h
ttp
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d
f

（
次
ペ
ー
ジ
参
照
） 

こ
の
「
４
．
団
体
に
よ
る
自
立
的
な
監

督
体
制
の
確
立
」
と
い
う
項
目
に
よ
り
、

建
築
士
会
は
ひ
と
つ
の
都
道
府
県
に
一

つ
だ
け
設
立
で
き
る
と
い
う
縛
り
が
外

さ
れ
、
そ
の
一
方
で
建
築
士
事
務
所
協
会

（
以
下
「
事
務
所
協
会
」
と
略
す
）
が
法

定
化
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
事
務
所
協
会

に
よ
る
欠
陥
住
宅
な
ど
の
苦
情
解
決
業

務
が
法
案
に
う
た
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

事
務
所
協
会
連
合
会
会
長
の
三
栖
邦

博
さ
ん
（
当
時
）
が
こ
の
法
改
正
前
に
参

議
院
国
土
交
通
委
員
会
に
呼
ば
れ
て
意

見
を
述
べ
て
い
ま
す
。
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こ
の
第
一
六
五
回
国
会
参
議
院
国
土

交
通
委
員
会
議
事
録
第
五
号
か
ら
全
文

を
読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
そ
の
中
で

三
栖
会
長
は
、
弁
護
士
や
会
計
士
の
団
体

は
強
制
加
入
が
前
提
だ
が
…
と
い
う
論

旨
の
質
問
に
対
し
、 

「
そ
の
職
業
倫
理
と
い
う
の
は
法
で
ぎ

り
ぎ
り
縛
る
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
の
で
、

ど
う
し
て
も
団
体
の
加
入
義
務
化
に
よ

っ
て
そ
う
い
う
職
業
倫
理
を
涵
養
す
る

環
境
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
」 

と
述
べ
ま
し
た
。
ま
た
、 

「
加
入
義
務
化
に
向
け
て
加
入
率
を
上

げ
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
こ

と
で
す
が
、
是
非
、
私
ど
も
と
し
て
は
、

こ
れ
は
知
事
指
定
に
な
る
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
、
事
務
所
登
録
の
指
定
機
関
に
な

る
べ
く
全
力
を
上
げ
て
取
り
組
む
所
存

で
あ
り
ま
す
」 

と
も
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

つ
ま
り
、
耐
震
偽
装
事
件
を
受
け
て
、

事
務
所
協
会
は
弁
護
士
会
や
会
計
士
の

団
体
の
よ
う
な
「
強
制
加
入
」
を
目
指
す

こ
と
を
表
明
し
た
わ
け
で
す
。 

 

法
改
正
で
う
た
わ
れ
た
「
建
築
士
等
に

対
す
る
研
修
の
実
施
」
は
建
築
士
会
、
建

築
士
事
務
所
協
会
の
両
方
で
推
進
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の
ど
ち

ら
か
一
方
に
加
入
し
て
お
け
ば
建
築
士

と
し
て
不
利
益
を
被
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
上
、
事
務
所
協
会
が
「
強
制

会
」
を
目
指
す
と
す
れ
ば
、
建
築
士
会
に

所
属
し
て
い
る
メ
リ
ッ
ト
は
…
い
っ
た

い
何
が
残
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

 

建
築
士
会
と
い
う
の
は
、
時
に
「
権
力

に
よ
る
自
由
な
デ
ザ
イ
ン
へ
の
介
入
に

反
対
す
る
」
と
言
う
非
常
に
リ
ベ
ラ
ル
な

団
体
で
す
。
私
も
そ
の
ス
タ
ン
ス
は
嫌
い

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

一
方
の
建
築
士
事
務
所
協
会
は
自
民

党
へ
の
接
触
を
強
め
、
「
法
」
に
よ
っ
て

そ
の
立
場
を
強
化
し
て
き
ま
し
た
。
方
法

論
の
善
悪
は
問
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ど
ち
ら
の
団
体
も
「
自
立
的
な
監
督

体
制
を
強
化
」
し
て
、
そ
の
懲
罰
規
定
な

ど
に
よ
っ
て
建
築
士
に
よ
る
犯
罪
を
未

然
に
防
ぐ
べ
し
と
い
う
、
今
回
の
建
築
士

法
改
正
の
背
後
に
あ
る
「
時
代
が
求
め
る

要
請
」
は
一
緒
で
す
。
繰
り
返
し
に
な
り

ま
す
が
、
私
た
ち
建
築
Ｇ
メ
ン
の
会
は
耐

震
偽
装
事
件
の
五
年
も
前
に
そ
れ
を
提

̝
ᴣ
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か
ん
よ
う 
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唱
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
偽
装
事
件
が 

「
建
築
士
個
人
の
犯
罪
」
に
矮
小
化
さ
れ 

て
し
ま
っ
た
以
上
、
こ
う
し
た
法
改
正
の

流
れ
に
は
従
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。 

 

問
題
は
こ
の
後
の
各
都
道
府
県
の
建

築
士
会
の
動
き
で
す
。 

 

各
都
道
府
県
の
建
築
士
会
は
、
事
務
所 

協
会
に
対
抗
し
て
か
、
急
に
監
督
官
庁
か

ら
の
外
部
理
事
を
受
入
れ
、「
公
益
法
人
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

と
し
て
の
生
き
残
り
を
模
索
し
始
め
た

の
で
す
。 

 

私
の
所
属
し
て
い
る
「
静
岡
県
建
築
士 

会
」
に
は
十
七
の
支
部
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ 

れ
の
地
域
に
密
着
し
た
活
動
を
し
て
い

ま
す
。
そ
の
十
七
支
部
を
廃
止
し
三
つ
の

サ
テ
ラ
イ
ト
に
統
合
、
そ
し
て
会
費
の
値

上
げ
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
た
の
で

す
か
ら
、
そ
こ
で
は
喧
々
囂
々
の
議
論
が

巻
き
起
こ
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
結
果
、
サ
テ
ラ
イ
ト
の
置
か
れ
る

支
部
以
外
の
「
辺
境
」
の
支
部
は
独
立
の

動
き
を
強
め
て
い
ま
す
。
幸
い
な
こ
と
に

旧
建
築
士
法
第
二
二
条
の
二
「
建
築
士
は

各
都
道
府
県
の
区
域
ご
と
に
建
築
士
会

と
称
す
る
民
法
第
三
四
条
の
規
定
に
よ

る
法
人
を
設
立
す
る
」
と
い
う
条
文
が
な

く
な
っ
た
た
め
「
建
築
士
の
品
位
の
保
持

及
び
そ
の
業
務
の
進
歩
改
善
に
資
す
る

た
め
、
建
築
士
に
対
す
る
建
築
技
術
に
関

す
る
研
修
並
び
に
社
員
の
指
導
及
び
連

絡
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
建
築
士
会
と
い
う
名
称
を
用
い

た
一
般
社
団
法
人
」
を
自
由
に
設
立
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
地
域
密
着
型
の

活
動
を
す
れ
ば
、
む
し
ろ
会
費
は
値
下
げ

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。 

  

民
主
党
政
権
は
「
新
し
い
公
共
」
と
い

う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
「
公
共
」
を
国

や
自
治
体
の
み
が
担
う
の
で
は
な
く
、
民

間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
分
担

す
る
こ
と
で
、
歳
出
削
減
と
社
会
福
祉
の 
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建
物
の
竣
工
調
査
を 

ご
依
頼
の
方
か
ら
の
ご
回
答 

両
立
を
目
指
す
方
針
で
す
。
だ
と
す
る
と

各
省
庁
の
天
下
り
先
と
な
っ
て
い
る
「
公

益
法
人
」
と
い
う
団
体
自
体
が
時
代
遅
れ

に
な
っ
て
行
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 
 

 

あ
な
た
の
町
の
「
建
築
士
会
」
は
大
丈

夫
で
す
か
？ 
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二
〇
一
〇
年
度 

定
例
総
会
等
の
ご
案
内 

 

▼
日
時
：
５
月
２２
日
（
土
） 

１３
時
３０
分
～
１７
時 

▼
会
場
：
五
反
田
駅
前
会
議
室 

▼
住
所
：
東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
１-

２-

９ 

ア
リ
ア
ル
五
反
田
駅

前
ビ
ル 

▼
交
通
：
Ｊ
Ｒ
山
手
線
「
五
反
田
」
駅 

西
口
徒
歩
１
分
、
都
営
地
下
鉄 

「
五
反
田
」
駅
Ａ
１
出
口
30
秒 

 
 

 

▼
日
時
：
５
月
２２
日
（
土
）
１８
時
～
２０
時 

▼
会
場
：
ゆ
う
ぽ
う
と 

▼
住
所
：
東
京
都
品
川
区 

西
五
反
田
８-

４-

13 

▼
交
通
：
都
営
地
下
鉄
・
Ｊ
Ｒ
「
五
反
田

駅
」
西
口
徒
歩
５
分
、
東
急
池

上
線
「
大
崎
広
小
路
駅
」
徒
歩

１
分 

※
宿
泊
施
設
：
ゆ
う
ぽ
う
と 

⌐

∆
╢

 

▼
日
時
：
５
月
２３
日
（
日
）
１０
時
～
１２
時 

▼
会
場
：
南
部
労
政
会
館 

▼
住
所
：
東
京
都
品
川
区
大
崎
１-

11-

１

ゲ
ー
ト
シ
テ
ィ
大
崎
ウ
ェ
ス

ト
タ
ワ
ー
２
階 

南
部
労
政

会
館
第
四
会
議
室 

▼
交
通
：
Ｊ
Ｒ
大
崎
駅
前 

新
東
口
よ
り

徒
歩
３
分 

  

Ɵ

ҵ
˓
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事
務
局
で
は
、
調
査
業
務
完
了
後
に
ご
依

頼
い
た
だ
い
た
方
へ
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
ご
回
答
を

頂
い
た
中
か
ら
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す

 

  

  

急
な
申
し
出
に
も
関
わ
ら
ず
親
切
に

対
応
い
た
だ
け
て
心
強
か
っ
た
で
す
。
ま

た
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
側
と
も
交
渉
し
や

す
く
ア
ド
バ
イ
ス
く
だ
さ
り
助
か
り
ま

し
た
。 

初
め
て
で
お
そ
ら
く
最
後
に
な
る
注
文

で
の
マ
イ
ホ
ー
ム
で
す
が
安
心
し
て
住

む
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。
昨
今
の
建
築

に
対
す
る
不
信
感
の
中
、
貴
会
の
よ
う
な

活
動
は
も
っ
と
広
く
認
知
さ
れ
る
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
、
マ
イ
ホ
ー
ム
を

取
得
し
よ
う
と
す
る
友
人
知
人
が
い
れ

ば
是
非
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

（
神
奈
川
県
在
住
の
方
か
ら
） 

 

 

～
編
集
後
記
～ 

 

改
正
建
築
士
法
と
今
後
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
税

制
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
民
主

党
の
「
市
民
公
益
性
税
制
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
」
の
人
た
ち
と
話
を
す
る
機
会
が

あ
り
ま
し
た
。
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」
と
い
う
名
称

を
使
っ
た
団
体
が
、
雨
後
の
竹
の
子
の
よ

う
に
現
れ
て
は
消
え
て
行
き
ま
し
た
が
、

政
府
の
役
割
を
小
さ
く
し
「
新
し
い
公

共
」
を
託
す
に
は
、
こ
う
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
間

の
レ
ベ
ル
の
差
が
あ
ま
り
に
も
大
き
す

ぎ
る
と
の
こ
と
。
今
後
は
「
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
」
を
選
別
し
、
き
ち
ん
と
育
て
て
行

き
た
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
平

成
二
三
年
度
税
制
改
正
に
向
け
て
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
建
築
Ｇ
メ
ン
の
会
も
き
ち
ん
と

対
応
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
Ｋ
・
Ｓ
） 
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